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行政改革を進めています 

第７次東海市行政改革大綱推進計画（令和８年度（２０２６年度）～ 

令和１０年度（２０２８年度））を策定しました 

 

本市では「第７次東海市行政改革大綱」に基づき、効率的・効果的な施策展開を実

施し、継続的かつ安定的にサービスを提供することができる持続可能な行財政運営体

制の構築を目指して、積極的に行政改革を進めています。 

この度、令和８年度（２０２６年度）から令和１０年度（２０２８年度）の３か年

を計画期間とする「第７次東海市行政改革大綱推進計画」を策定しました。 

 

■概要 

「第７次東海市行政改革大綱」では 

 多様な主体との協働・共創の推進 

 効率的・効果的な組織運営の構築 

 健全な財政基盤の確立 

の３つの視点で改革に取り組むこととしており、今回の期間における推進計画では、

及び を中心に、３年間で１２個の推進項目について改革を進めるものです。 

■推進計画書 

別添のとおり 

Tokai City 

ともにつながり 笑顔と希望あふれるまち とうかい 

 

東海市 



第７次
東海市行政改革大綱推進計画

（令和８年度（２０２６年度）～令和１０年度（２０２８年度））

――持続可能な行財政運営体制の構築をめざして――

改革の視点

１ 多様な主体との協働・共創の推進
市民・団体との協働の推進
民間活力の利用拡大

２ 効率的・効果的な組織運営の構築
組織体制・人員配置の適正化
職員力・組織力の向上
働きやすい職場づくり

３ 健全な財政基盤の確立
健全な財政運営の推進
事務事業の効率化・最適化
公共資産のマネジメントの推進
行政サービス及び業務のデジタル化の推進
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２ 効率的・効果的な組織運営の構築
組織体制・人員配置の適正化

区分

① 組織の適正化推進項目名

（継続 平成２６年度～）
令和６年度（２０２４年度）～
令和１５年度（２０３３年度）

推進期間
企画政策課

（関係課：職員課）
担当課

社会経済環境、市民ニーズの変化に対応し、効率的な市政運営を行う
ため、部課等の統廃合・新設や喫緊の社会的課題を解決するためのプロ
ジェクトチームの設置などを検討・実施する。

概要

社会経済情勢の変化に機動的かつ的確に対応する組織になる。
効果

（目的）

令和１０年度（２０２８年度）令和９年度（２０２７年度）令和８年度（２０２６年度）

年次計画

４月
・組織改正の実施
・次年度の組織体制の
検討

１２月
・次年度の組織体制の
決定

４月
・組織改正の実施
・次年度の組織体制の
検討

１２月
・次年度の組織体制の
決定

４月
・組織改正の実施
・次年度の組織体制の
検討

１２月
・次年度の組織体制の
決定

年次計画に基づき実施
する

年次計画に基づき実施
する

年次計画に基づき実施
する

進捗状況

管
理
目
標

①

②

③

④

⑤

①「推進期間」には、推進項目の改革期間として必要な期間を記載してい
ます。

②「概要」には、推進項目として取り組む改革の概要を記載しています。
③「効果（目的）」には、推進項目の改革を実施することにより、得られ
る効果（目的）を記載しています。

④「年次計画」には、計画期間中の工程を年度ごとに記載しています。
⑤「管理目標」は、推進項目の改革の成果や進捗を図るために設定してい
ます。

表の見方

1
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２ 効率的・効果的な組織運営の構築
組織体制・人員配置の適正化

区分

① 組織の適正化推進項目名

（継続 平成２６年度～）
令和６年度（２０２４年度）～
令和１５年度（２０３３年度）

推進期間
企画政策課

（関係課：職員課）
担当課

社会経済環境、市民ニーズの変化に対応し、効率的な市政運営を行う
ため、部課等の統廃合・新設や喫緊の社会的課題を解決するためのプロ
ジェクトチームの設置などを検討・実施する。

概要

社会経済情勢の変化に機動的かつ的確に対応する組織になる。
効果

（目的）

令和１０年度（２０２８年度）令和９年度（２０２７年度）令和８年度（２０２６年度）

年次計画

４月
・組織改正の実施
・次年度の組織体制の
検討

１２月
・次年度の組織体制の
決定

４月
・組織改正の実施
・次年度の組織体制の
検討

１２月
・次年度の組織体制の
決定

４月
・組織改正の実施
・次年度の組織体制の
検討

１２月
・次年度の組織体制の
決定

年次計画に基づき実施
する

年次計画に基づき実施
する

年次計画に基づき実施
する

進捗状況

管
理
目
標
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２ 効率的・効果的な組織運営の構築
組織体制・人員配置の適正化

区分

② 安定した救急体制の確立推進項目名

（継続 令和７年度～）
令和８年度（２０２６年度）～
令和１０年度（２０２８年度）

推進期間
警防課

（関係課：庶務課）
担当課

本市では、現在６台の救急車を保有しており、増加する救急需要に対
応するため、令和７年度に日勤救急隊を発足し、平日日中は５隊、それ
以外は４隊の救急隊で運用している。
さらにゼロ隊※１や受援回数を減少させるために、日中５隊運用（休日

含む）や常時５隊運用について検討し、救急体制の拡充を図っていく。

概要

ゼロ隊の状態や他市からの受援回数を減少させ、市内の救急体制を安
定化し、質の高い市民サービスが提供できる。

効果
（目的）

令和１０年度（２０２８年度）令和９年度（２０２７年度）令和８年度（２０２６年度）

年次計画

・計画的な職員採用
・日中５隊運用開始
（休日含む）
・常時５隊の運用方法
等について検討

・計画的な職員採用
・専属日勤救急隊員の
増員
・日中５隊運用（休日
含む）や常時５隊の運
用方法等について検討

・計画的な職員採用
・専属日勤救急隊員の
増員
・日中５隊運用（休日
含む）や常時５隊の運
用方法等について検討

８３回９７回９７回ゼロ隊発
生回数
(R7見込
：138回)

管
理
目
標

１８回２２回２２回他市受援
回数
(R7見込
：32回)
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２ 効率的・効果的な組織運営の構築
組織体制・人員配置の適正化

区分

③ 指揮・救助体制の強化推進項目名

（新規）
令和８年度（２０２６年度）～
令和１０年度（２０２８年度）

推進期間
警防課

（関係課：庶務課）
担当課

全国的に大規模地震や集中豪雨、土砂災害などの自然災害が発生し
ているほか、大規模延焼火災や都市でのビル火災も頻繁に発生してい
る。本市では、新たな住宅開発や、大型物流施設の立地等による新た
な企業進出、自動車専用道路網の整備による都市基盤の整備等が急速
に進み、本市を取り巻く社会環境は大きく変化し、消防に求められる
対応も複雑多様化している。
火災、救助現場において、現場の活動部隊を指揮統制し、隊員の安

全管理を行い、関係機関との調整を早期に確立する指揮隊を、平日日
中のみの運用から２４時間体制の運用に拡大する。
また、交通事故、建物倒壊や土砂災害等の多様な災害現場に対応す

るため、専門的な知識、技術、資機材を備えた救助隊を養成する。

概要

指揮体制の強化と救助能力の向上により、迅速、的確な災害に対応し、
市民の生命と財産を守る消防体制の充実強化が図られ、安心、安全に暮
らせる街づくりの促進が期待できる。

効果
（目的）

令和１０年度（２０２８年度）令和９年度（２０２７年度）令和８年度（２０２６年度）

年次計画

・計画的な職員採用
・指揮隊２４時間運用
（試行検証）
・専門的に養成した救
助隊の運用
（乗換え隊編成による
出動、検証）

・計画的な職員採用
・指揮隊２４時間運用
の試行
（乗換え隊編成による
出動試行、担当事務試
行、訓練）
・専門的な救助隊を養
成する対応策の実施
（資機材導入、訓練）

・計画的な職員採用
・指揮隊常時運用の課
題と対応策の検討
（出動態勢、担当事務、
訓練計画の検討）
・専門的な救助隊を養
成する課題と対応策の
検討
（出動態勢、資機材導
入、訓練計画の検討）

年次計画に基づき実施
する

年次計画に基づき実施
する

年次計画に基づき実施
する

進捗状況

管
理
目
標
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２ 効率的・効果的な組織運営の構築
職員力・組織力の向上

区分

① 職員力・組織力の高い職場を構築するための各種研修の充実推進項目名

（継続 平成２６年度～）
令和６年度（２０２４年度）～
令和１５年度（２０３３年度）

推進期間職員課担当課

市民ニーズが多様化・高度化するなか、令和６年度（２０２４年度）
から東海市人材育成・確保基本方針を新たな指針とし、職員の意識や業
務効率及びコミュニケーション能力の向上を図ることができる各種研修
を充実させ、職員が個性と能力を最大限に発揮できる、職員力・組織力
の高い職場づくりの推進を目指す。

概要

職員力・組織力が向上することで、質の高い市民サービスの提供が可
能となる。

効果
（目的）

令和１０年度（２０２８年度）令和９年度（２０２７年度）令和８年度（２０２６年度）

年次計画

・各種研修の実施（階
層別研修、項目別研修
等）
１０月
・次年度研修体系の検
討

・各種研修の実施（階
層別研修、項目別研修
等）
１０月
・次年度研修体系の検
討

・各種研修の実施（階
層別研修、項目別研修
等）
１０月
・次年度研修体系の検
討

７６.０％７５.０％７４.０％職員アン
ケート
（高度
化・多様
化する市
民ニーズ
に対して、
知識や能
力習得が
充分であ
ると思う
職員の割
合）
(R6実績
：73.7％)

管
理
目
標
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２ 効率的・効果的な組織運営の構築
職員力・組織力の向上

区分

② 消防団の充実強化推進項目名

（継続）
令和６年度（２０２４年度）～
令和８年度（２０２６年度）

推進期間庶務課担当課

地域防災の中核として位置付けられる消防団は、５年連続で減少し続け、
現在約２０人の定員割れであり、年間の訓練及び行事等の参加者数も年々減
少している。入団勧誘方法及び行事等を見直し、団員の加入促進を図り、消
防団員を確保する。
また、年間を通じて従来まで実施していた教育訓練内容を見直し、大規模

災害に備えるため、消防団教育研修計画を策定し、消防団組織の充実強化を
図る。

概要

消防団組織を活性化させ、再構築させることにより、地震、風水害等の大
規模災害時に十分な消防力の確保が行え、人命救助等の初動活動の充実を図
ることで、質の高い持続可能な消防行政の提供が可能となる。

効果
（目的）

令和１０年度（２０２８年度）令和９年度（２０２７年度）令和８年度（２０２６年度）

年次計画

・定員数の確保及び組
織の活性化に資する入
団方法等の検討、実施
・新たに策定した教育
計画の実施後の効果を
確認し、必要に応じて
改定、実施

９０％消防団員
充足率
(R6実績

：87％)

管
理
目
標

７５％消防団教
育研修計
画上で設
定した訓
練項目の
実施率
(R7実績

：57％)
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２ 効率的・効果的な組織運営の構築
働きやすい職場づくり

区分

① 在宅勤務等の柔軟な働き方に関する制度の導入推進項目名

（継続）
令和６年度（２０２４年度）～
令和８年度（２０２６年度）

推進期間職員課担当課

職員がやりがいを持って生き生きと働くことができる環境を作り、東
海市職員として働くことの魅力向上を図るため、柔軟な働き方の推進に
向けた検討を実施する。

概要

柔軟な働き方に関する制度導入により、東海市職員として働くことの
魅力向上を図ることでの人材確保や、働き方の選択による業務能率の向
上により、行政運営の安定化が図られる。

効果
（目的）

令和１０年度（２０２８年度）令和９年度（２０２７年度）令和８年度（２０２６年度）

年次計画

４月～６月
条例改正等の手続き
７月
本格実施

１０％在宅勤務
の実施率
（消防職、
保育職を
除く。）
(R6実績
：7.6％)

管
理
目
標

２０％時差出勤
の実施率
（消防職、
保育職を
除く。）
(R6実績
：11.9％)
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３ 健全な財政基盤の確立
⑵ 事務事業の効率化・最適化

区分

① 下水汚泥の共同処理推進項目名

（継続 令和４年度～）
令和６年度（２０２４年度）～
令和９年度（２０２７年度）

推進期間下水道課担当課

愛知県が主体となり、東海市、知多市、常滑市と共同で衣浦西部浄化
センター※２内に新しい汚泥処理施設を建設し、県内の流域下水道と３市
の汚泥を共同処理する。

概要

汚泥処理施設の建設費・維持管理費の削減と広域連携による効果的な
下水処理が図られる。

効果
（目的）

令和１０年度（２０２８年度）令和９年度（２０２７年度）令和８年度（２０２６年度）

年次計画

【愛知県】
・建設工事（機器製作
含む）の実施
・試運転の実施
・性能確認の実施

【東海市】
・工事進捗の現地確認
・施設の性能確認

【愛知県】
・建設工事（機器製作
含む）の実施
・工事監理の実施

【東海市】
・工事進捗の現地確認

年次計画に基づき実施
する

年次計画に基づき実施
する進捗状況

管
理
目
標

▲９４，０００
※２期工事（令和９年度（２０２７年度）に完成、令和１０年度（２０
２８年度）に供用開始予定）で
市が単独で建設した場合と、共同で建設した場合の費用負担の差額
なお、最終的な効果額については、工事完了後に確定とするもの

効果額
（千円）
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３ 健全な財政基盤の確立
行政サービス及び業務のデジタル化の推進

区分

① 情報システムの標準化・共通化への対応推進項目名

（継続 平成３１年度～）
令和６年度（２０２４年度）～
令和１０年度（２０２８年度）

推進期間デジタル推進課担当課

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、標準化・
共通化対象の２０業務のうち、特定移行支援となった５業務について、
標準準拠システムに確実に移行させ、ガバメントクラウド※３上での稼働
（リフト）を開始させる。

概要

広域的・組織横断的な情報連携が進み、行政手続のオンライン化など
の住民の利便性向上と業務フローの見直しによる業務効率化が図られる。

効果
（目的）

令和１０年度（２０２８年度）令和９年度（２０２７年度）令和８年度（２０２６年度）

年次計画

・特定移行支援対象業
務の業務フローの見直
し検討・実施
・特定移行支援システ
ムの開発
・ガバメントクラウド
で標準準拠システムと
して稼働

・特定移行支援システ
ムの移行準備（要件定
義等）

・ガバメントクラウド
上で標準準拠システム
の運用を開始
・特定移行支援システ
ムの移行準備（仕様作
成等）

２０／２０業務１５／２０業務１５／２０業務

標準化し
た業務数

管
理
目
標
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３ 健全な財政基盤の確立
行政サービス及び業務のデジタル化の推進

区分

② 行政手続のオンライン化の推進推進項目名

（継続 平成３１年度～）
令和６年度（２０２４年度）～
令和８年度（２０２６年度）

推進期間デジタル推進課担当課

ライフスタイルの多様化等に対応するため、市民等が自宅などから市
役所に来庁せずに行政サービスが受けられるよう行政手続のオンライン
化を推進する。

概要

行政サービスにおいて、住民の利便性が向上される。
効果

（目的）

令和１０年度（２０２８年度）令和９年度（２０２７年度）令和８年度（２０２６年度）

年次計画

・キャッシュレス決済
機能付施設予約システ
ム環境整備

４０／４０件
キャッ

シュレス
決済付オ
ンライン
手続数

管
理
目
標



11

３ 健全な財政基盤の確立
行政サービス及び業務のデジタル化の推進

区分

③ デジタル技術を活用した内部事務の電子化推進項目名

（継続 平成３１年度～）
令和６年度（２０２４年度）～
令和９年度（２０２７年度）

推進期間デジタル推進課担当課

デジタル技術やデータを活用して、電子決裁や電子契約、電子交付等、
電子で業務を実施できるようにすることにより業務効率化を図る。

概要

決裁の運搬等に係る時間の削減や、システムの連携・自動化によるミス
の削減などの業務効率化が図られる。

効果
（目的）

令和１０年度（２０２８年度）令和９年度（２０２７年度）令和８年度（２０２６年度）

年次計画

・対象の内部事務の電
子化を運用開始
・必要に応じて規定等
改正

・対象の内部事務のう
ち一部（電子決裁（通
常文書））を運用開始
・必要に応じて規定等
の改正

年次計画に基づき実施
する

年次計画に基づき実施
する

進捗状況

管
理
目
標
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３ 健全な財政基盤の確立
行政サービス及び業務のデジタル化の推進

区分

④ 窓口ＤＸによる行政サービスの向上と業務の効率化推進項目名

（継続）
令和６年度（２０２４年度）～
令和８年度（２０２６年度）

推進期間デジタル推進課担当課

窓口の業務改革とデジタル技術の活用により、行政サービスの「書か
ない、待たない、回らない」を実現し、住民の利便性を向上させるとと
もに、業務効率化を図り職員負担の軽減を図る。

概要

行政サービスにおいて、住民の利便性を向上させるとともに、効率的
な業務の遂行が可能となる。

効果
（目的）

令和１０年度（２０２８年度）令和９年度（２０２７年度）令和８年度（２０２６年度）

年次計画

・窓口業務のＢＰＲ※４

を推進
・届出窓口で書かない
窓口を導入

年次計画に基づき実施
する

進捗状況

管
理
目
標



３ 健全な財政基盤の確立
行政サービス及びデジタル化の推進

区分

⑤ 条例等のアナログ規制※５見直し推進項目名

（新規）
令和８年度（２０２６年度）～
令和１０年度（２０２８年度）

推進期間
企画政策課

（関係課：デジタル推進課、
総務法制課）

担当課

本市の条例等に記載されているアナログ的な規制を見直す。令和７年
度に全庁的に実施した「アナログ規制の点検・見直しの方向性」の検討
結果を元に、規制の見直しが必要な項目については、推進部門(企画政策
課・デジタル推進課・総務法制課)と所管課が内容等の確認・協議を進め、
法規審査会等を経て条例等の改正を実施する。

概要

アナログ的な規制を見直し、デジタル技術の進展に適応した規制環境
を整備することにより、業務の効率化と市民サービスの向上が期待でき
る。

効果
（目的）

令和１０年度（２０２８年度）令和９年度（２０２７年度）令和８年度（２０２６年度）

年次計画

４月～９月
・条例等の改正
９月
・進捗のフォローアッ
プ（市ＨＰの更新等）
１０月～３月
・次年度以降の条例等
改正に向けた準備
３月
・進捗のフォローアッ
プ（市ＨＰの更新等）

４月～５月
・所管課と規制項目の
内容確認
６月～９月
・条例等の改正
９月
・進捗のフォローアッ
プ（市ＨＰの更新等）
１０月～３月
・次年度以降の条例等
改正に向けた準備
３月
・進捗のフォローアッ
プ（市ＨＰの更新等）

４月～９月
・所管課と規制項目の
内容確認
９月
・進捗のフォローアッ
プ（市ＨＰの更新等）
１０月～１月
・条例等の改正
２月～３月
・次年度以降の条例等
改正に向けた準備
３月
・進捗のフォローアッ
プ（市ＨＰの更新等）

５５件／６７件
（現地調査等において、
デジタル技術の活用等
を検討し、見直しを進
めるもの）

４５件／６７件
（会議運用方法等の変
更を検討し、見直しを
進めるもの）

３５件／６７件
（東海市公告式条例改
正に伴い、見直しを進
めるもの）

アナログ規
制の見直し
実施率（ま
たは件数）
※要見直し
に該当する
件数＝６７

件

管
理
目
標
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用語解説

解説用語ページ番号

救急隊がすべて出場している状
態。ゼロ隊の状態で救急要請が
あった場合は、他市へ応援要請を
することとなる。

ゼロ隊３※１

衣浦西部流域下水道（半田市、
知多市、阿久比町、武豊町、東浦
町）の終末処理場。平成３年度
（１９９１年度）から供用開始さ
れている。

衣浦西部浄化センター８※２

政府共通のクラウドサービスの
利用環境のこと。クラウドサービ
スの利点を最大限に活用すること
で、迅速、柔軟、かつセキュアで
コスト効率の高いシステムを構築
可能とし、利用者にとって利便性
の高いサービスをいち早く提供し
改善していくことを目指している。

ガバメントクラウド９※３

「ビジネスプロセス・リエンジ
ニアリング（Business Process 
Re-engineering）」の略称で、プ
ロセスの観点から業務フローや組
織構造、情報システムなどを再構
築し、業務改革することを意味す
る。

ＢＰＲ１２※４

人や書面の介在を前提とするア
ナログ的な手法や、不合理・非効
率的と考えられる行為を求める古
い規制を意味する。

アナログ規制１３※５
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東海市企画部企画政策課

〒476-8601 東海市中央町一丁目１番

TEL:052-603-2211 FAX:052-603-8803

E-mail:kikaku@city.tokai.lg.jp
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